
田 集団で無視を続けるいじめ

高等学校 被害生徒  1年 生 (A子 ) 加害生徒  1年 生 (クラス内の女子生徒)

1 問題行動の概要

A子 は、2学 期のなかば下校途中に中学校で同級だった女子生徒 2人

と駅構内に駐車されていたオー トバイを窃盗 し、警察に補導された。万

引の経験も過去にあった。有rrl少年との付き合いで遅 く帰ることもあっ

た。それ らの行為を級友に自慢げに言いふ らすことによって、クラス内

で孤立 している自分の存在を誇示するようになっていった。

ところがその結果は、 「A子 は悪い子だ」とクラスの女子生徒が 「仲

間はずれ、集団のい じめ」をするようになっていった。

2 生育歴 家庭環境等

A子 は父母と兄の4人 家族である。父の帰宅時間が遅く、A子 との会

話が少ない。父親は他の子と比較 して本人を非難 したり、厳 しく突き放

す言い方をする。

A子 は明朗活発で、華やかな雰囲気をもっている。自己顕示欲が強い

が自分を抑制 して行動できるときは、クラスを明るく活発な方向に持っ

ていくことができる。

3 事実の把握

A子 は、遅亥」、早退が多 くなり、退学 したいと言うようになった。担

任が家庭訪間を したとき、母親か ら 「クラスの生徒が誰も口をきかなく

なった、何かがあるのではないか。」と相談を受けた。そんな折、クラ

スのリーダー的存在であるB子 が担任に 「A子 はクラスで浮いている」

と相談を持ちかけてきた。担任はA子 にいじめを受けているのではない

かと尋ねたが、A子 からは
※

4 問題行動の概要

(1)い じめの発覚

A子 か ら担任に欠席の連絡が入る。 「駅まで来たが、気分が悪いの

で帰る。 桜部鬼的t“ 夏製a喉 」ということであった。担任はクラス

内で、A子 に対するいじめがあるのではないかと思った。

入学後親 しくしていたはずのC子 が担任との懇談の中で、 「A子 が

辞めるというのなら辞めさせればいい。Jと 突き放すように言った。

担任が リーダー的存在のB子 にあらためて懇談を した。A子 の学級

での存在、級友の接 し方などからいじめの実態が明らかになった。

(2)い じめの内容

A子 は、 「ノー トを見せてくれない。J「 靴が隠される。J「 A子

だけにプ リントが回ってこない。J「 体育時 (バレー バスケット等)

にボールが回されない」 「パンを注文 したのにA子 のがない。J「 口

をきかなかったり、あいさつを返さないで無視される。Jな どの事実

を語 った。

5 指導と措置

(1)生 徒指導部との連携

※いしめにあっていること

を自分からは言わないこと

が多い。広範囲にわたり、

正確かつ迅速に調査する必

要がある。

XSOSの発信である。生

徒のこのような言動に漱障

は広角度、高感度のアンテ

ナをはり、サインを見落と

きないようにする必要があ

る。
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いじめの実態が明らかになり、報告を受けた生徒指導部では、

や
X学

年二任を交え、生徒檬 委員会を滉いた。そこで次のよう

担任

な三

※学年芸、教育相談係との

連携を密にし、対応策を練

る必要がある。つの対応を検討 した。

A子 への対応

A子 をとりまくクラスヘの対応

家庭への対応 (家庭訪間をして)

(2)教育相談係との連携

教育相談係がA子 とゆっくり話 し合った。級友か ら相手にされない

寂 しい胸の内を聞き、どうしたらよいかのアドバイスをした。

担任と教育相談係は繰 り返 し家庭訪間を行い、A子 の学校における

生活、家庭における生活について話合った。特に、 
※
多腹該敢顛歎ほ

壼話L金 ,ほ 設け、 今後の指導の協力を依頼 した。

X学校爛り誠意ある対応が

保護者の0を聞いていく。

(3)ク ラス内での話合い

担任は、 準目立にB子 と湘 談 し、_[楽 しく、温かい、_」_とまりのあ

る学級集団を作 りたい_Jと いう思いて、準備2行 った_A子 が学

校を休んだ日、クラス内の感情のもつれを解 くために、ホームルー

ム活動での話合いを した。

翌日、A子 を含めて再び話合いを持 った。それぞれ、A子 、級友が

自分の思い、反省すべき点を述べあった。厳 しい意見も出たがB子

などの適切な発言もあった。 「クラスのムー ドをこんなふうに した

私達も悪かった。A子 がかわいそう。J「 先生の力を借 りなければ

こんな話合いができなかったことを後悔 している。Jと いった前向

きな意見が出されるようになった。

(4)学年会の情報交換

このクラスでの仲間はずれの問題を、 1ク ラスの特異な問題として

片付けないで、 Xど のク ラスl‐も起こり盗 る問題 として、情報交換

鼠■4な かで、今後の学級経営に生か してい〈ことを確認 した。

(5)その後、表面的にはA子 に対するいじめは出ていない。A子 は、ク

ラスでの存在が位置付けられ安定 している。

6 指導上の留意点

(1)い じめは、身体的、性格的、経済的な面等か ら弱い立場にある生徒に対 して一方的

に苦痛を与えるものである。本事例は、被害者A子 にも問題行動があるが、彼女をク

ラスから排除 しようとした集団的ないじめに発展 した例である。

(2)高校では頑張ろうと入学 してきた子が、仲間はずれにされることにより、次第に不

幸感、疎外感、劣等感等をもつようになることがある。外見上、問題行動があって、

いじめる側であると思われがちな子が、実は逆の立場にあったという例がある。

(3)家庭環境、生育歴に問題の原因があっても、原因究明に重点を置きすぎると、事態

が一向に改善されない場合がある。その場合はむ しろ、現状を出発点に して、両親と

の信頼関係を作り、協力 して対処することが望ましい。

(4)一見い じめっ子のタイプの生徒がいしめられる側に変わる場合がある。教師側の思

い込みが対応を遅れさせ、深刻な事態を招 くこともある。

本事例はいじめの加害者 と被害者が容易に変わりうるという事例であり、担任が本人、

仲間、家庭に素早く対応 し、 「思いやりの心を育てることをみんなで考えよう」という観

点にたって指導ができ、好結果をもたらした事例である。

Xクラス全員にどの様な集

団を作,ていくのか、その

ためにどの様な行動をと,

たらいいか、朝確にしてお

〈ことが大切である。

X早年会などで事例研究を

重ね、書のつながりを大切

にしたい。
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口 部活動仲間よるいじめ

高等学校 校害生徒 1年 生 (A男 )、 加害者 1年 生 (B男 、他3名 )

1 問題行動の概要

いじめが発覚する 1か 月ほど前、A男 の母親か ら 「部活動の仲間にい

じめを受けている。」と担任に訴えがあった。この問題が解決 しないま

ま6月 下旬、同じ部活動の同級生 4人 に練習着を無理やり脱がされ下半

身を裸にされた。さらに、泣いて嫌がるA男 にプロテクターを着せて殴

る蹴るの暴行を加えた。

2 生育歴 家庭環境等

A男 :家庭は会社員の父とパー トで働 く母、祖母と弟の 5人 家族である。

A男 は体格が小柄で、性格はおとなしく、 
※
独嵐土主搬敗ムなゑ濾立

3 事実の把握

加害者の4名 は、A男 に対 して暴言を吐いたり、部活動の練習では故

意に体当たりなどを繰 り返 していた。それがエスカレー トして暴力行為

に至った。A男 の母親から担任に再度厳 しい抗議があり事実が判明 した

4 問題行動の状況

(1)こ のい じめが発覚する 1か 月ほど前、A男 の母親から担任に X「
後

と電話で訴えがあった。

関係生徒に確認 したところ、練習中に手や足が当たったのであり、

また、 「A男 が怪我 したとき、湿布で手当を してやっている。」と

答え、いじめではないと な野鼠力ゑなどで確証をつかめなかった。

この訴えを受けた担任は部顧間に連絡したが、部活動の練習では少

々のぶつかりなどがあり、この件は部のなかで解決 したいという考

えから、                   担任は、A男 の母

親に、 
※
いEOと は思え 左戯

"食
今後士分 に注意■痙嘉諏担2て いきた

い と答えた。

(2)しか し、 6月 下旬部活動終了後、B男 を中心とした4名 がグランド

の隅でA男 の練習着を無理やり脱がせ下半身を裸にした。近 くで見て

いた
X

―

しか し、 4名 がA男 を部室に連れて行き、体

格が小さく、気が弱いため「いや」と言えない性格のA男 に対 して 「ボ

クシングごっこをやろう。プロレスごっこをやろう。」といって、プ

ロテクターを着せ、交代で殴ったり、蹴ったりした。このことについ

て加害者の4名 は、 
楽
A登渤ヽ̂[上性」製コ■,・1試 Zン ν多舷象塾2滋

ωム上た ことについて正当性を主張 した。

(3)翌 日、A男 の母親か ら電話による強い抗議があった。担任はい じめ

の内容を知 り、以前の情報と直接関係する内容で、事の重大さを感 じ、

生徒指導部に相談に来たことからい じめの実態が明らかになった。

(4)関係 した生徒は全て同一クラスである。いじめは5月 になってか ら

始まり、暴力は今回が初めてであった。
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※中高の連携と日常の生掟

理腱大切にする。

X僅かの情繋から躍かな指

導を進ylたぃ。

※十分に1を餞けながらも

不8な点に:を向||る。

X情報を公にすることで正

確な情報が集まる。

X担任一人一人の認識を課

める必要がある。

※あらゆる教育活動を通し

て―層の正義感を育てる。

※弱者の気持を読み取る0

が,が大切である。



5 指導と措置

(1)正確な事実確認に努めた。確認後、直ちに生徒指導主事と担任が被

害者の家庭訪間をし、A男 と父母にいじめの発見が遅れたことについ

て謝罪した。父母は 「学校では解決 してもらえなかった。子供の安全

を守れない学校には行かせることは出来ないJと 激怒する場面もあっ

た。

(2)A男 は精神的なショックで登校できなかった。A男 及び父母は
※
念

までの苦 しかった思いや悩みを十分に時間をかけて聴いて1,らうこと

で、徐 々に精神的 な安定 を取 り戻 した。

A男 は数日後に登校することができ、このことが保護者の気持ちを

一層和 らげた。

(3)X“豪襲勿慟巴動が臨賊忠調帳遷競縫ェ■
^互

いに助け合い、励まし合

い、支え合うなどの人間関係を育てることについて話 し合った。

(4)加 害者 とその保護者に対 しては、被害者に非はない、無抵抗のA男

に対 して継続 して苦痛を与え、エスカレー トしていく行為は絶対に許

されないと毅然とした態度で臨んだ。 「人の心の痛み」について親

子 教師 (担任 部顧問 生徒指導部 教頭)が 一緒になって話 し合

X初期対応のポイント1技

害者の気持ちにどれだけ成

りきれるかである。

XHR活動まで広めた話合

11が必要である。

(6)加害者への指導として、家庭での反省と日誌指導を継続 した。 2か

月後には家庭での子供の生活状態について保護者から様子を聴いた。
(7)加害者 4名 は親子でA男 の家に行き謝罪を した。その後は、双方と

もクラスでも部活動でも全 く問題はなく学校生活を送っている。

6 指導上の留意点

(1)早期発見 早期指導に徹することが大切である。いじめの手口が陰湿 巧妙化 して

おり、日頃か ら 「いじめはどこにでもある。」という認識を持つことが肝要である。
(2)初期の対応では、誠意 迅速な対応、正確な事実確認 安全の確保が大切である。

被害者及びその保護者の精神的苦痛を取 り除き、精神的安定を図る。そのために、

実態の把握と被害者の立場に立ち、的確な対策を速やかに講 じることが必要である。

いじめに対 して毅然とした態度で臨み、親 子 教師間で納得が得 られるまで十分

に話 し合うことが、好ましい人間関係づ くりとい じめの再発防止につながる。

いじめに対する親の認識が子供の行動に大きな影響を及ぼすことを理解する。
(3)部活動では、上下関係 選手強化 技術の上手下手などが心理的に複雑に絡んで、

部員の間での人権感覚が希薄になることがあることに留意する。
(4)再発防止に努めることが大切である。いじめ問題に対 して一致協力できる校内指導

態勢の点検と、生徒 と教師の信頼関係を築きあげることが早期発見につながる。

本事例は、最初の情報を実態把握できないまま中途半端な形で決着させた為に、い じめ

がエスカレー トして発覚 した。発覚後の的確な対応で解決 したものの、情報を大切にする

姿勢や、初期の適切な対応、日頃から校内での連携の大切さを示唆 した事例である。

った。特に、 L生 児が_「|、せ」■し三ぅからボクシング等をしたのであ X自分を正当化する意議、

子供を守ろうとする文母に

,して、時間をかけた話合

いが再発の昴止につながる。
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□ 仲間はずれによるいじめ

特殊教育 被害生徒 高等部3年 生 (A子 ) 加害生徒 高等部 3年 生 (B子 、C子 )

1 問題行動の概要

B、 C子 を中心とする女子生徒たちが、放課後など教師の目の届かぬ

所でA子 を取 り囲み、言葉による脅か しをしたり、A子 が声をかけても

無視を したりするいじめを行 っていた。

2 生育歴 家庭環境等

A子 とB子 は、共に幼稚部か ら本校に在校 し、幼少時から明るく活発

に行動 していたが、学齢を重ねるにつれ、 
※

C子 は中

学校か ら本校中学部 1年 に編入学 してきた。 
×
当初比な茂じほ立あュな

に問題行動を起こす ように上 2た 。̂それとともに、A子 とB子 の仲は悪

くなっていった。

3 事実の把握

夏休み後、A子 の欠席が続いたため、担任、生徒指導主事等が家庭訪

間をして欠席の理由を本人と親か ら聞いたところ、仲間はずれ、集団に

よる無視、言葉による脅か しなどのいじめが判明 した。

4 問題行動の状況

5月 末に 来
蜘働次 コミ ユークニツ凛2■ Q上 ラ′北 が原因で、B、C子

によるA子 に対する暴行事件があった。この事件は両者とその保護者の

謝罪で解決 したかに見えたが、A子 は暴行事件の怪我の後遺症が残 り、

時々首にギプスを巻いて登校することもあった。また、A子 は同級生と

の交友に強いわだかまりを持 うていた。

その後、A子 がB、 C子 等の問題行動を自分の母親に告げたところ、
来

鹿憶娘嵐札立ぬ途↓ュ(aュ な敗い じめはB、 C子 以外の女子生徒たち

も加わ り、言葉による脅か しや叱責、集団による無視など教師の気付か

ないところで、長期にわたって行われていた。

5 指導とJ昔置

(1)暴 行事件の再発防止の指導

全校態勢で事実確認と指導方針の共通理解を図った。

校内巡視を強化 し、教師の目の届かない場所や時間帯をなくすよう

に努めた。

(2)A子 とA子 の保護者への指導

A子 の心を開き、不登校を終結させるため、A子 にとって話 し易い

相手である聴覚障害者の先生が、進んで家庭訪間を行 った。

担任、生徒指導主事、進路指導主事、高等部主事、 
※
製曖議数以熙u

螢 も連携 して、休み時間の相談、交換 日記、ファックス (聴覚障害

のため電話の使用が不可能)等 を通 してA子 の心理的不安や葛藤の

除去に努めた。

A子 は本校の専攻科へ進学するつもりであったが、進路指導主事と
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X障害の目人差は大きい。

能力差1ちることによ,て

児童 生tllに差別億議が

芽生えてくる場合がある0

で、障害の個人差に十分注

注意する必要がある。

※当初、C子が仲間はずれ

によるいしめを受llたこと

がある。編入学岩に対する

日かい指導が必要である。

※コミュニケーションに膵

害のある場合、お互いの意

思を十分確認させるなど綱

0のlt意をはらい、できる

だ|1早llに誤解を解精して

おかないと問題をこしれさ

せる。

X学校の指導に対する保護

者の理解が得られるよう、

お互いの信頼関係を築(こ

とに全力を尽くすべきであ

る。

XA子の得意tする睦1競

技でストレスを発散させる

と同時に自言を回復させ、

学校生活を少しても楽しく

送るよう励ますことが大切

である。



も相談のうえ、本人と母親を説得 し、親元を離れて生活 しなが ら
X倣

学級担任が中心となり、家庭内でA子 と話 し合いをする際には、 し

っかりと事実関係を確認 した上で慎重に対処することが大切である

ことを母親 と十分話あった。

(3)B子 とC子 への指導

きっかけとなった暴行事件は単なるけんかではなく、B、 C子 が加

害者の立場であることを認識させ、保護者 と共にA子 に謝罪させた。

コミュニケーションの不足による誤解がいじめの重要な原因になっ

ていることを考慮 し、教育相談的指導を行い、A子 の気持ちを思い

やるように指導 した。

(4)周 りの生徒たちによる誤解や偏見をなくす指導

生徒会長を務め、他の生徒に影響力の強いD子 のA子 に対する偏見

(マザコン、チクリ)を なくすよう努めるとともに、A子 の立場に

なって考え、A子 をかばってやるように指導 した。
X

…A子 が知的に劣り、言うこと、することが間違ってばかりであると

決めつけるようないじめにつながる生徒たちの言動を少しでも見過

ごさない指導に努めた。

6 指導上の留意点

(1)生 徒数が極めて少人数の学校で仲間はずれになった場合、他のグループに入 り、新

しい交友関係で,じの居場所を得ることもできず、極めて辛い学校生活を余儀なくされ

る。仲間はずれが被害生徒にとって極めて深刻な問題であることを全職員が十分に共

通認識をして指導に当たる必要がある。

(2)幼 児の時か らの共同生活のため、生徒FB3の人FE3関係が親密である。 したがって、小

さな トラブルの重なりが深刻なものに発展する場合がある。小 中学部 とも連携 して、

いじめの早期発見、早期指導に努める必要がある。

(3)卒 業によっていじめの指導が終結するのではなく、卒業後も関係職員が定期的に会

って励ましたり、新 しい環境に適応させる指導を行うなど気長な指導の姿勢が大切で

ある。

(4)保 護者が子供可愛さのあまり子供の日立心を阻んでいる側面も見逃すことができな

い。親子の話 し合いを深める中で、子供の自己自立への夢や希望が出せるように、教

師はサポー トすべきである。

(5)加 害者の生徒を含めて学校全体にいらいらした気分が欝積 し、生徒間や生徒 と教師

の間の和やかな関係が失われ、それが学校内外での問題行動を多発させていた。これ

らの悪い雰囲気を払拭 し、お互いの信頼関係を取 り戻すことが、いじめの解決につな

がった。

その後、このいじめの指導などを教訓として、 「明るい学校づ くりJ「 信頼関係を育

む生徒指導」を生徒指導上の主眼としてきた。その結果、学校全体に明るさがみなぎり、

生徒が活力をもって主体的に行動するようになった。

※麟学校という狭い環境か

ら出ることにより、人との

関わりを広げ、母爆への依

存から自立させるli導も必

要である。また、公共職業

安定所や職業調練枚の係官

との連携も必要である。

XA子の母親の711を得て

診断書に基づいて説硼した

が、誤解を正すためには、

具体的事場を示すことも泌

要であll。
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□ 中学校時代のいじめに対する仕返しとしてのいじめ

高等学校 被害生徒 1年 生 (A男 、他校生B男 、C男 )カ ロ害生徒  1年 生 (D男 、E男 )

1 問題行動の概要

中学校の同級生であったD男 とE男 は、同 じ同級生であった他校生の

B男 に受けたいじめへの報復を思いついた。同 じグループの傍観者であ

ったA男 や他校生のC男 も許せなくなり、A、 B、 C男 にいたず らの手

紙を出 し、電話でそれぞれの反応を確かめた。被害者のおびえた様子に

快感を覚え、継続的にA、 B、 C男 を電話や手紙で脅迫 した。

2 生育歴 家庭環境等

D男 、E男 ともに両親は健在で職業をもち社会で活躍 し、祖父母が家

庭で子供の養育に当たってきた。子供のことでそれまで問題もなく、家

庭的な トラブルもなかった。帰宅後は、ともに学習塾に通うほかは自分

の部屋でゲームや勉強を していた。

3 事実の把握

1月 の中頃、A男 か ら生徒指導部へ手紙と電話によるいやが らせ と脅

しがあるという被害届けがあった。A男 には心当たりなどなく、加害者

についての手掛かりをつかめず見当がつかなかった。

同 じ頃、他校生B C男 の所にも同様のいやがらせと脅 しがあった。

※

よ崚濃想象数ほ螺被害者へのいやからせと脅 しの内容が中学校時代のこと

から、同じ中学校出身のD、 E男 が加害者ではないかとの疑いを持った。

X曇

違蕊することにした。被害者宅にきた一連の手紙の筆跡を調べたところ、

E男 の作文の筆跡とほぼ一致 した。 2月 下旬のある夕方、D、 E男 が公

衆電話で被害者宅と思われる相手に電話をしているところを発見 した。

かねてから連携を約束 していた被害者A、 B、 C男 宅に問い合わせたと

ころ、通話時間帯からみて、D、 E男 の問題行動と判断した。

翌日、D、 E男 と面談 し、 
※
ほ惑のJ類 虚動員2い K最 れたなころニ

4 問題行動の状況

問題行動の原因は、中学校時代のグループ活動での人間関係にあった。

加害者のD、 E男 はまじめでおとなしく、被害者のB男 は成績もよく、

クラスのリーダーであった。B男 はD男 がアトピー性皮膚炎に苦 しんで

いるにもかかわらず、アトピーとあだ名をつけた。仲間の前であだ名を

呼び続けられたD男 は、反発もできず悔 しい思いをしていた。E男 はD

男に同情 してかばっていたが、A、 C男 は傍観的であった。A、 D、 E

男は同じ学校に、B、 C男 はそれぞれ男1々の学校に進学した。

問題行動の動機は、下校途中に中学校時代のいじめが話題となったこ

とに始まった。D、 E男 は思い出せば出すほど、B男 の言動が許せなく

なり、同じグループで傍観者であったA男 とC男 も含めて反省をさせる

計画にまでなった。

―

"―

※家庭にお||る子供の理解

が不十分である、子供の

気持ちを分かるよう啓発に

努める必要がある。

Xl・l題行動が他故とも関係

する場合は、多面舶な情報

交換や連携が必要である。

Xあ(までも行動に対する

疑いであり、生徒の人格を

傷つ1,ないように配慮しな

||ればならない。

Xストレートに尋ね、心に

訴える説得や相手の立場に

立たせる誠得が大切である。



問題行動は、中学校時代に ※
いtι 夏城飯生こと螂 復てお 2た ,そ

の方法は、まず抗議といやがらせの手紙を出し、電話によってその反応

を確かめるものであった。いやがらせと脅 しの内容は、制裁という形で

ますます過激になっていった。D、 E男 は、 
嵌
ゑQ皿 裁な正轟0鉄 撻と

いい、おびえ る相手の様子に快感をもち脅迫をくりかえした。

5 指導と措置

連携をしていた学校や関係諸機関に報告 し、D、 E男 の指導を開始 し

た。 X間 臓行動の穀 関鮭 固き力載 らゝ、「■2=無 認^t,ていpL

指導に当たっては、 「いじめは、いかなる場合、いかなる理由があろ

うとも許されない」という立場に立った。 「受けたいじめの痛みはわか

るが、脅迫された相手の痛みを思うと、報復という手段は許せない」と

説得するなかで、D、E男 は素直に脅迫の一つ一つを隠さずに告自した。

D、 E男 の学習姿勢は、ともに大学進学の目標をもち、まじめによく

努力をしていた。一見問題のない優等生であるが、成績や学歴に異常な

こだわりをみせ、 ムよ薇添螂嶼碧誌錮霞晟奎麗豪慾嚢匈馳類数L立 問鳳

後↓少な£
^最

近ではD、 E男 に限定されがちであった。

指導に当たっては、まず、 「何が間違っていたか、何が悪かったか」

を確認させ、 「報復という手段は間違いであり、脅迫という方法は犯罪

である」ことを理解させた。さらに、 
※

吐 ごゑQ↓ ユ太腱題点勲こな

な ど,Lた らよいか1^を考えさせ、被害者のA、 B、 C男及びその家

族に誠意を尽くして謝罪することを約束させた。

保護者に対しては、両親に来校 してもらい、 
斎
潤ほ

`即

力の奎長該張融吸

生活を立て直すように約束 してもらった。

被害者宅への謝罪が終わ ったところで、
※
家庭Kの 礎測騰錮歎襲_必 歎

生活の見直 しとして、自分の在 り方 生き方と人間関係について反省文

を書かせ、学習課題を与えた。

特別指導が終わってか らも、担任と生徒指導部による教育相談的な指

導を3月 末まで続けた。D、 E男 は指導によく応えて、2年 生に進級 し

た。現在、新たな自己発見と主体的な活動をめざして努力 している。

6 指導上の留意点

(1)中 学校の段階では心身の発達の差が大きく、学級やグループの中で差別や偏見を生

みやすい、単なるふぎけやいたずらがいじめにつながらないように注意したい。
(2)高 校 1年生は、中学校の仲間を中心にした生活から高校の個人を中心に した生活ヘ

の変化に対応できず、不登枝など学校不適応におちいることが多い。この変化への対

応を見極めるきめ細かな生徒理解が大切である。

(3)い じめの問題を指導する時は、いじめられる側の立場に立って、いじめの存在を認

め、いじめは許せないという姿勢で解決にあたることが大切である。
(4)い じめの問題を解決するためには、加害者に一つ一つの言動を被害者の立場に立っ

て考えさせ、被害者に対 して誠意をこめた反省と謝罪をさせる必要がある。
(5)特 別指導は教育的な配慮で行うものであるから、生徒の反省や生活の立て直しに効

果が上がるものでなければならない。

- 8 8 -

X報復やll裁は、テレビや

マンガの影

"が

大きい。

※電話による1迫は、相手

が見えないだけにかえって

大担になり、いしめる|の

論理に変わることが多い。

メ間き取りは、必ず生徒の

肩葉をもとに、事実を撃認

することが大切である。

X自己中心的で、構人や社

会のせいにする傾llがみら

rt、対話や人II関係がうま

(できない生性が多い。

X自らが反省し、自らの生

活を立て直す自己決定の場

を与えることが大切である

X子供り滉疑正しく認識

し、指導を納得してもらう

ことが大切である。

X家庭での特:1指導は、観

子の対話や共同ll業なども

取り入れるが必要である。



固 気晴 らしの卑劣ないじめ

高等学校 被害生徒  1年 生 (A男 、B男 ) 加害生徒  1年 生 (C男 、D男 、他 3名 )

1 問題行動の概要

C男 は入学以来、教室の中で生徒に言い掛りをつけては
※
鳳鳳立鼻咀

。3学 期に入り、C、 D男 が中心となり同

級生のA、 B男 に対 して、ズボンを脱がせたり、 
来
哀晟νル己い文帳讃よ魚

¨

被害者Aは 加害者と中学校の同級生で、性格がおとな しくい じめの対

象となった。被害者 Bは 加害者と小学校の同級生であったが、男1の中学

校に進学 した。高校に入 り再度同 じクラスとなったが、以前のようにつ

き合わなかったので、気にいらないという理由でいじめを受けた。

2 生育歴 家庭環境等

C男 :4人 家族で、両親共働きの平均的な家庭であるが、 C男 が小学生

のときに、母親は子供二人を連れて家出を したこともある。 C男 は父

親とほとんど話を したことがない。兄は高校生の時い じめられたこと

が原因で中途退学 している。

D男 :母親はD男 を連れて家を出ており、父親とは男1居中である。兄は

高校生の時いじめ られていた。

3 事実の把握

帰りのSHRが 終わ ったとき、教壇にいた担任のところへA男 が 「も

う我慢できん。 九生二皿じ工■ゑいた搬ここJ姦 ん
“

」と言ってきた。

す ぐに本人から事情を聞いたところ、集団による比較的長期にわたる

いじめが行なわれていることがわかった。
Xい 1)めている・「徒二人をす ぐに呼び、事実確認をしたところ、いじめ

の事実を認めた。

4 問題行動の状況

(1)A男 に対するい じめ

D男 が10月下旬か ら休み時間にA男 の教室に来て、理由もなくA

男を突然殴ったり蹴ったりしていた。その後、ほとんど毎日A男 の教

室へ来ていじめを繰 り返すようになった。そのため、 

一1月下旬になって、突然C男 を連れて、 AttΩ 姦晟動の象所ヽ大

工殴った。その後は、C、 D男 によるいじめが続いた。2月中旬にな

って二人はA男 のズボンを他の生徒のいる前で脱がせた。下旬にはA

男と他の生徒とのもめごとを聞きつけ、A男 からお金を脅し取ろうと

した。G男 も日常的ないじめに時々加わっていた。

(2)B男 に対するいじめ

いた飲 その仲間にC、 D男 も加わり頭などを殴 ったりした。

2月 中旬、A男 のズボンを脱がせた日、B男 をいつものようにいじ

めたところ、B男 が怒 って殴り返 したために、C男 も怒 ってバケツで

B男 の頭を殴った。

1月下旬、 XEk^F男 たちを■けとL(■ 晏を企らか2~n畿 延

―-89-―

※いしめとしてのとらえか

たも必要である。

※教育相談的対応が必要と

思われる。

※担I・tιの,常のE頼関係

ができていることが大切で

ある。

Xいじめへの早い対応が、

生たの七顔を得ることにな

る。

X典型的ないしめのケース

であり、担任がはや(気付

〈必要がある。

X部麟l・lは部活動の漱況を

把握していることが大切(

ある。

Xクラスとして暴力防止の

なり組みが必要である。



これを聞いたD男 は、気に入らないと言ってB男 を殴った。B男 に

対するいじめは、A男 の話から分かってきた。

指導と措置

(1)楽 ズ規詭鮨朦翌疑32m2ゑ 友L_中 心人物のC、 D男 か ら事情を聴

き事実確認を した。

(2)事 実確認を した後、加害者と校害者双方の保護者に来校 してもらい

事情を説明した。

(3)C、 D男 は、以前にも暴力行為等で指導を受けているので、学校で

学ぶことの意味や 目的を確認させたるため、家庭での反省の機会を与

えた。さらに、他人への思いやり、同級生や仲間との共同生活等につ

いて保護者とともに話 し合うことを指示 した。

(4)C、 D男 以外で、い じめに加わっていた生徒は保護者にも来てもら

い、学校長から被害者への対応について、家庭でもやってもらいたい

ことを話 した。そ して生徒の立ち直りや今後の生活の在 り方について

の協力を求めた。

(5)翌 日、 
※
t_ム ル ーム属崚藪飯鰻友(漱 学年担任団と生徒指導部が中

心 となって、学年集会を開き、い じめの事実を説 明 した。
X

記盟上凛人権の大切なことや思いやり、いたわり、良心をもって生活

することの大切さについて話 した。同時に、加害者に対 しても今後、

いろいろな形で援助 していきたい旨を話 した。

ら
X=人

二人側 に教m墳1澗 責■ 2を しス五^全員か ら聞き取 りをした

後このい じめについての考えを書かせ、これを基に継続 してホームル

ーム活動を行 った。話 し合いの中で、い じめについての考えを交換 し、

いじめの重大性を認識させた。さらに、

また、彼らが集団の中で孤立 し、

同じことを繰 り返さないよう話 し合いをした。

(7)C、 D男 は学力的にも問題がある生徒だったので、3月 中登校させ、

教科指導だけでなく、生活のしかたなども合め
※
多К憲蝕先駆力誂既嶼嬢

ー
6 指導上の留意点

(1)生 徒の訴えで直ちに学年集会を開き、いじめの事実を知 らせている。このとき、加

害者へ十分な配慮をしながら、いじめの重大性についての認識をさせることが大切で

ある。

(2)生 徒か らい じめ られているとの訴えがあることは、日常、生徒 との信頼関係が保た

れているものと考えられる。生徒との好ましい人間関係が日常の教育実践の中で確立

されていれば、い じめの早期発見につながる。

(3)な ぜこのようない じめが発生 したのかを明確にし、その背景をさぐり、全教職員で

いじめの対応等について話 し合いを深める必要がある。

(4)速 やかに家庭に連絡 し、保護者といじめの重大性について話 し合いをもつことが、

問題解決のうえで大切なことである。

(6)今 回を含め生徒間のいじめについて知っていることを、学年全員か
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X素早い対応で事実の確認

をすることが大切である。

※いじめを生徒全員のもの

にすることは大切である。

X該当者がいるところでの

説明は、人権に関わるので

細もの注意が必要である。

X方法を課るとまずい結果

を招く恐れがあるので、事

前準衛が大切である。

X伽害者といえども全員で

受け入れてい(ことは大切

である。

X教鴨員全体で対応してい

くことは大切である。



高等学校 被害生徒 1年 生 (A子 )

1 問題行動の概要

4月 中旬～6月 中旬にわた り、A子 に対 し、同 じクラスの7名 が色付

きリップやイヤ リングを着けるよう強要 したり、容姿についてのいやが

らせなどを繰 り返 していた。

2 生育歴 家庭環境等

A子 :長女として大切に育てられ、家庭や学校では 「いい子」である。

性格はおとな しく、日立たない。

B子 :7人 家族である。家庭内での トラブルが多い。 1人 では何もでき

ないが、複数になると、リーダー的な役となることが多い。 C子 とは

特に気が合い、日で合図 しながら行動をする。

C子 16人 家族である。性格は明るく、ものごとにこだわ らない。入学

当初より勉強にあまり身が入らず、落ちつきがなかった。 
※
蝶

3 事実の把握

出身中学校がすべて異なる7名 はA子 をいじめることでグループ化 し

てきた。

担任は、クラスの中で加害者等の行動について気になっていた。特に

B、 C子 が中心になり勝手な行動をしていると気付いていた。 5月 には

烹

嵐↓ムな また学級懇談会の折、保護者に対してもクラスの中に 「いじめ

がないこともないJと 、全体的な話をした。

6月 中旬、A子 の母親は担任に
※

鴨 が崚↓ぬゑれ工叢逮ヽ■嵐たふ

す ぐに

母親とA子 に学校へ来てもらい、事情を聞きいじめの全貌が判明 した。

4 問題行動の状況

4月 中旬席替えの時、C子 が席を変わっては しいと言ったことに対 し

A子 は変わ らなかった。そのことについてB、 Gも 加わり 「何で変わら

んの」 としつこく迫 った。このことがきつかけでB子 はA子 に対 し色々

な嫌が らせをするようになった。 「辞書とってJ「 何で返事 しんの」 「

しゃべ りゃ―」 「体育館シューズとってJな ど、また5月 には無断でB

子はA子 の筆箱を調べ、中にアメがあることを見つけ、先生にわかるよ

う、嫌がらせを した。 「筆箱のなかに入っとるやんか、ウソつかんとい

て。」 「か くしたって、うちんたあ―みんな知っとるんやで。」と7名

全員ていじめている。

B、 C子 は担任の話、親の注意に対 し、

た 嫌がらせをエスカレー トしていった。

6月 F子 が、色付きリップとイヤリングを学校へ持ってきて、B、 C

F G子 が中心となり A子 に 「Aち ゃん、これつけるとかわいいよ、

リップぬりゃあJな どと言い、着けることを強要 した。なおこの頃A子

の顔のことについて、                 など嫌がらせ

□ 執拗ないやからせによるいじめ

カロ害t徒   1年 生  (B子、 C子、 D子、 E子、 F予、 G子、 H予)

来A子 が担任にチクッたととら
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※担任と生掟との人ll関係

の難しさがある。

Xttllなことも見逃さllい

姿勢ll大切。話の仕方 内

容についてのI夫 配慮が

大切である。

※保護者との信預関係を得

ること,、いしめ早期発見

に久かせないことである。

X'くの場合生徒はこのよ

うにとらえる。話し方によ

っては学校で分からないと

ころでのいじめに発展する

危機性がある。

X女子特なのいしめ。身1



をするようになっていた。 (A子 は多少前歯が出ている)

A子 はいたたまれなくなり、 「学校へ行きたくない。Jと 母親に訴え

るようになった。 (3日 F80欠席をした。)

5 指導と措置

親からの電話を受け、担任はすぐその日に事情を聴く。A子 から名前

が上がった7名 について、翌日呼び、事実確認をした。7名 は事実を素

直に認めたので、すぐその日に親を呼び状況を説明した。なお、この時

担任は、生徒指導部に同席 してもらうよう要請をした。

指導委員会では、 ヽ力冗雪轟ム■測厖 Lヽムよ

…Q人 間の■崚よ整£姦妊北し繊熱蒸

“

こα叙疑寝れほはゑ遵0こ ムな②加

害者の保護者に対 しては、親子で 「いじめ」 られる側の立場に立ったと

きの気持ちを話合うことと、親が子に対する 「思い」を話 してもらうこ

とを指導の柱とした。そのため、教育相談係と協力し、カウンセリング

中心の指導をすることにした。

加害者たちは初めは 「からかっているだけ」
楽

[豊分なおだ鼠貶縫は

る彰製贔、ま燎元崚瀬児視J万軋よj寃よ態鍔まなん

`散

2工意″aJJ斃ミtヵ_t「 けつ

こうちょうすいとるねえ、普通ああいうタイプの子はそんなふうに言っ

たりとか しんのにねえ。Jな どと言い、自分たちが悪いことをしたとい

う意識を持 っていなかった。

加害者たちはカウンセリングを繰り返すうちに、A子 がそんなに苦し

んでいたこと、自分たちのしたことが、同性に対 し、言ってはならない

ことを言ったことなど、 良似た五Ω微為L2ゑ

`反

螢でこうよ,に な

基

A子 と保護者に対 して、加害者たちが,心から反省 していることを伝え、

今後、好ましい友達関係をつくり、楽 しいクラスにすることを約束 した。

6 指導上の留意点

(1)生徒たちの日頃の生活の中で、ちょっとしたいたずらを見逃すことなく、クラス全

員にい じめについての話をして、加害者たちに問接的な牽制球を投げていた。 しか し、

加害者たちは自分たちのことを言われていることは気がつくが、具体的に誰と特定さ

れなかったことをいいことに、更にいじめをエスカレー トさせていた。クラスで話を

したから ・
指導はすんだ

°
と判断することは早計である。

(2)被害者にとっては、先生がクラスのことをよく見ていてくれることで、親近感を持

った (人Fn3関係が深まった)。 いじめであっても、親子で担任に相談できるような信

頼関係を深めることが大切である。

(3)話 の仕方によっては、加害者たちは被害者がチクッたととらえ、一層い じめを激 し

くすることもある。い じめ られた子への報復があることも充分配慮することが大切で

ある。

(4)い じめ問題解決を担任教師の力量ととらえている限り、問題は本質的に解決されな

い。本事例の場合は担任 生徒指導部 教育相談係がうまく機能 して、問題解決が早

く解決 した。

的なtとに対するいじめは

最も卑劣ぬ行為であること

をしっかり脂導する必要が

ある。

※いじめの指導では、人II

として1えるべき基本的な

生活習慣 態度を身に付け

ることが大切である。

X枝害者に原因があるとと

らえてはならない。

※相手を思う気IIちになる

カウンセリングが大切であ

る。

-92-



□ 暴力行為をチクッたとの理由によるいじめ

高等学校 被害生徒 3年 生(A男 )、 加害生徒 3年 生 (B男 、C男 、D男 、E男 、F男 )

1 問題行動の概要

日頃つきあいが悪いA男 に不満を抱いていた同級生 5人 が、生意気だ

との理由か ら呼び出して暴行を加えた。そのことを知 ったA男 の親が一

旦は担任に指導を依頼 してきたが、その後に
※
報復お暴れ、親同士で解

決するので学校は調査を しないでは しいと依頼 してきた。

A男 の親は、知 り合いの加害者 B男 の親を通 じて、本人たちに再び暴

力が起きないよう働きかけたが、その対応のまずさから十分な理解を得

ることができなかったために、加害者たちはかえってA男 がチクッたこ

とを不満として威圧やいやが らせ行為を行うようになった。

2 生育歴 家庭環境等

3 事実の把握

暴行を受けた日の夜、被害者の親か ら学校に連絡が入り暴行事件を知

ったが、親同士で解決 したいとの強い意向があったため、やむなく静観

していた。

10日はどのち、学校で加害者たちに呼び出されて怖 くなったA男 が担

任のところへ逃げてきたことか ら、問題が解決できずいじめに発展 して

いることが分か った。

4 問題行動の状況

親が学校へ調査をやめては しいと言 ってきた時点で、親だけでの対応

には一抹の不安があるため、学校 の考 えを説明 して指導を任せ るように

説得を したが、保護者の
業
翼妻寛薄ほ戒戒疵立蒙家豪掟短鐵畑駐れれこと

襲

A男 の親は、知 り合いのB男 の親とB男 に 「二度とチ ョッカイをださ

なければ今回のことはなかったことにするか ら、他の加害者たちにも伝

えておけ。もし理解 しない者がおれば教えろ。J「 もし今後いじめたり

したら警察へ届け出る。」と連絡を した。

B男 は、 C、 D、 E、 F男 に伝えると同時に、伝えた旨をA男 狽1に報

告 した。 しか し、C、 D、 E、 F男 の親には伝えていなかった。

このような状況であったことか ら、加害者から謝罪もなく誠意が感 じ

られないため、A男 側には、不満と不安が残 った。

一方、加害者側は、A男 の親の話が威圧的で脅 し的な内容であること

や説明不足から、逆にA男 が親にチクッたという不満と学校に知 られた

らという不安を抱かせる結果となり、A男 に電話などで脅 しをかけてい

た。そ して、暴力行為のあった日か ら10日ほどたってA男 が登校 した

ときに、弁当や靴を隠すなどの嫌がらせをしていた。

その翌日、加害者たちがA男 を強引に呼び出そうとしたため、A男 は

担任のところへ逃げてきた。
メ
規

な腹嬢議ほ蝕Lム2J豫 懸ば設

`ふ

指導に入った。

5 指導と措置
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Xいしめが見えない最大の

原因とな。ている。

相談できる信頼を得ること

が大切である。

X任せることもあるが、そ

の場合でもまかせきりにし

ないて、方法の確認や必要

な示唆をするなどの側面的

援助が必要であろう。

Xいじめがわかってからの

素早い通切なス応が、解決

を早めた。



(1)第 1回 生徒指導委員会を開催 し指導方針を確認

関係保護者に学校の考えを説明し、今後は学校が中心となり、保護

者の協力を得て指導することの理解を得る。

加害者に対 しても、あくまでも教育的な指導を心がける。

被害者が学校へ安全に登校できる状況をつくる。

関係者及びその保護者から事情を聞き、事実確認と原因を掘む。
X力

t呈貫☆書i` JゝZと憑電〔議IIttjttltll^賃まJ」L厖覧1受ミ蛮うし

`こ

こ=t戻異1二じるこ』真美民友Iずし0こヽt人11′じLt2疼夫

加害者には、事実確認がすむまで
※
息晟造機盗0工 ゑ襲

事実確認の結果に基づいて指導方法を考え、指導に入る。

(2)事実確認後、第2回 生徒指導委員会を開催 し指導方針を確認

加害者本人及び保護者に安易な受けとめがあるため、F・l題の重大き

を説明し、保護者には学校の指導の考え方などについて十分理解を

得たうえで協力を依頼する。
X加

害者には、職員が付き添いきちんと謝罪をさせる。
※
裳機上被震羞家た訪れ豪説罪のうえ、カロ害者への指導についての

理解を得る。また、事件当初の被害者の対応についての問題点を指

摘 し、今後は学校と協力 して指導にあたるよう理解を得る。

加害者には保護者の協力を得て、家庭で反省する機会を与える。
ス今教職員が協力を し 被害培及び加害者の様子を観察する.

被害者の安全確保と同じような問題の発生を防止するため、ホーム

ルーム活動などで指導する。また、 
資

合には必ず学校へ届け出て解決を図るよう指導する.

(3)指 導の結果

指導中のある生徒の 「X暴
ゑ↓ためと甚労抜こ俎ゑれたぬな0ユ 蚕

X口裏あわせをして事実を

億すことがある。

X必要な場合があるが、学

校の都合だけによる安易な

処置として行わないように

注意したい。

X反省すべき行為について

相手にきちんと謝ilさせる

ことは指導の第l夕である

※学校のこの議壺さは信頼

につなが,ていく。

※再発を防ぐためのこうし

た見属けが大切である。

X安もして欄談できるぼ預

づくりと学校の指導麟づ

くりが必要である。

X加害者にもしの重有にな

っていたことがljかる。

早期の発見 指郵双方に

と,て大切なことである。

6 指導上の留意点

(1)暴 力行為については、学校が指導する必要がある。内容や状況によっては、保護者

等に任せることもあるが そのような場合には任せきりにしないで、方法などの確認

や適切な示唆をするなど、側面的な援助が大切である。

(2)自 宅待機については、報復が心配されるなど、被害者の安全確保等のために必要な

ことがある。 しかし、自宅待機は指導上やむを得ない場合に限り実施すべきである。

(3)い じめは、加害者と被害者の受けとめ方のちがいから感情のずれが生 じ、解決を遅

らせることもある。いじめについては毅然とした態度で指導する必要がある。双方の

気持ちや立場を十分に理解 尊重して指導に当たることが大切である。

本事例は、一旦は親の意向を尊重 し静観することにしたが、いじめを知ってからは親を

説得 して素早く対応 したため、初期の段階で問題が解決できたことを示すものである。

このことから、早期対応の大切さはもちろん、日頃の指導を通 して生徒や保護者との信

頼関係を築き、気軽に相談できる関係を作っておくことが早期発見につながることを学ば

せてくれる事例である。

が学校に免れて_しま,た 今 は、_`し ろ気上 ちがス^ッ̂主り した。」という

ことばが示すように、指導後はいじめなどの トラブルもなく、A男 も

以前のように元気に登校 している。
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高等学校 被害生徒 2年 生 (A子 ) 加害生徒 2年 生 (D子 、他 5名 )

1 問題行動の概要

A子 は学業に優れているが 「級友への接 し方が悪い」、時には 「他の

生徒を見下すような言動がある」と誤解され、特に正義感の強いグルー

プから再三いやがらせを受け、ついに学校を休むにいたった。

2 生育歴 家庭環境等

A子 は両親と妹の4人 家族で、両親は子どもの教育に熱心であり親子

間の会話も多い。A子 は遠方より通学 しているが欠席 遅刻 早退はほ

とんどない。また、A子 には親 しい友人が少なくB、 C子 と3人 でグル

ープを作っていた。

加害者たちは部活動を通 じての友だちで、活発なところはあるが、こ

れまで問題行動を起こしたこともなく普通の生徒である。

3 事実の把握

A子 が風邪で欠席するという連絡が母親からあった。その数 日後、B

子が登校すると、A子 の机上に 「学校へ来るな」 「死ねJな ど落書 した

紙が貼ってあった。B子 はこれを破 り捨て、A子 が学級でいじめにあっ

て欠席 していることを学級担任に申し出た。

4 問題行動の状況

学級担任から生徒指導部に連絡があり、生徒指導主事は学校長と相談

のうえ、学級担任に対 して事実の確認を指示 した。

(1)級友や加害者たちの行動

① A子 が教科や実技等に関 して学級の最優秀者であることは、学級

の全員がほぼ認めていた。 しか し、級友は下記のようなA子 の言動

に反感を持 っていた。

授業中に教科担任か ら感想文等について級友がほめられたとき、

A子 は級友の作品を評価 して 「私ならもっと上手にできるのにJ

とけなした。
来A子 はC子 やその他おとな しい子に平気でコピニ等の使いた り

-
期末考査ではA子 は 「なぜ私が2番 なの」とわざとらしく成績表

を見せびらか した。

② 加害者たちはA子 の言動に対する反感が重なり、初めのうちA子

と口論することが多かったが、やがて公然とした罵声や落書にエス

カレー トしていった。また、級友の中にもA子 の日常の言動につい

て改善を求める声が聞かれた。

A子 と学級担任の関わ り

修学旅行で
※
旅館で瀑慟里

(2)

①

□ 自己主張の強い生徒へのいやがらせによるいじめ

のグループにA子 が入ったことにクレ「ムをつ1ナた。 しか し、全員

が納得 して決めたことで、それ以上のことはなかった。

② その後、C子 がA子 のグループからillめ出されたことがあった。
X`も

oこttttuξもこ露t`=cらoこ、[ユ居寄メんを受ええ1^本人贅雲ゴ安賞ヱ決ム久ヌ実共穴受資英たえ、̂ 貸11興質挺美英奨ズ焚資気議
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X詢害者たちはA子のいし

めととれる行動に立腹した

点もみられる。

X6人のグループとA子の

間には、常日頃何かある

(サイン)ととらえ相謙に

のってお(必要があった。



ー
5 指導と措置

(1)学 級担任が家庭訪間をし、学級内の問題、特に、グループ間の問題

についてA子 や母親と話 し合った。

① 学級担任はA子 が学業に関 してすばらしい生徒であることを学級

のみんなが認めていることに触れながら、級友も努力 しているので

A子 に余力があるなら級友を励ますような言葉づかいや態度で応援

してやってはしいと話を した。A子 は学級担任の話を理解 して翌日

から登校することを約束 した。

② A子 は学校でのい じめの様子を母親に具体的に話 しており、母親

は娘の苦 しむ姿を見て心配 していた。そこで、学級担任はA子 の母

親に謝罪するとともに、力0害者たちにはいじめた行為を反省させる

ことと、今後明るい学級経営に努めることを約束 した。

(2)学 級担任の報告に基づき生徒指導委員会が持たれた。加害者たちは

A子 を理解 しようとせずA子 の言動を批半りし、 「死ね」などの落書き

や罵声をあびせて孤立化させた。また、加害者たちは被害者が登校で

きないことを気に しているが、 ま規也泌認嶽数晟蕊顧数韻2aと こ歎

混上ム=こ の行為は暴力行為であるが反省 も見られるので生徒指導主

事の訓戒とした。

(3)生 徒指導主事から集団生活の在 り方などについての指導を した。

(4)生 徒指導主事の訓戒後、A子 が登校 しているので、学年主任と学級

担任は当事者どうしを話 し合わせ、誤解を解消 し間違いを互いに正 し

ていこうとした。 しか し、A子 とB子 、加害者たちは生徒どうしで話

し合いをさせてくれというので学級担任はそれを認めた。 轟

誤解の解消ができたと担任は判

断 した。

(5)後 日、学級担任はホームルーム活動のテーマを変更 して 「人の心を

傷つける言葉」や 「クラス内のグループ化の善悪」等の話 し合いを実

施 し、明るい学級づくりをめざ した。

6 指導上の留意点

(1)級 友の通報によって、A子 が欠席 して数 日後にいじめにすばや く対応す ることがで

きた。風邪を理由にして欠席が数 日間続 く場合等、小さなサインでも見逃 さないこと

が大切である。そのためには保護者との信頼関係づ くりが必要である。

(2)入学あるいは進級後、学級内にグループが形成される。い じめはグループ内やグル

ープ間で生 じている場合が多い。学級担任は、特に、各グループ内の生徒の動きやグ

ループヘ出入りする生徒の動向に留意する必要がある。

(3)教師は 「出る釘は打たれる」の考えを打破 しなが ら個性を育てねばならない。教師

が 「個性」について生徒に適切な指導を しないと、生徒は人間関係の未熟 さか ら人権

に関わる トラブルを起 こす場合がある。

XA子から本格的なサイン

が出て、担【はA子を支え

てはいるが、加舗‖やク

ラス全体への指導も必要で

あった。

※たとえ、学級のためとい

う正義感でも、いしめは許

きれない。

X生徒たちの息ll作用も考

えてのことであろうが、不

十分と思えば指導しなけれ

IFならないし、確認してお

〈必要があった。
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回 中学校時代のいじめが再発 したいじめ

高等学校 被害生徒 2年 生 (A男 )、 加害生徒 2年 生 (B男 、C男 、D男 、E男 )

1 問題行動の概要

中学時代にいじめの対象となっていたA男 に対 して、中学時代の同級

生のB男 と、別の中学校から進学 してきたC、 D、 E男 の4人 が同じバ

ス通学となり、言葉での嫌が らせやカバン持ち、使い走りなどのい じめ

を行 った。

2 生育歴 家庭環境等

A男 :成績は中の上、性格は温和で何事につけても消極的である。経済

的に恵まれ、友人の嫉みを買うことがあった。A男 に対する家庭の姿

勢は甘い。

B男 :短気で、学校の指導に対 して反抗的な態度をとることがある。父

母、妹の 4人 家族。家庭での会話はあまりなく、父親とはほとんど話

さない。

C男 :父母、兄の4人 家族。個別指導に対 しては素直に従うが、周りに

他の生徒がいると反抗的な態度をとる。

D男 :父母の3人 家族。父親は子供の教育に無関心である。問題行動を

何度 も繰 り返 し、学習意欲も乏 しい。

3 事実の把握

1年 間寮生活を送 ったA男 が、2年 生になリバス通学を希望 した。と

ころが、バス通学に切替えると同時に X遅
刻崚汲頭燎ゑなゑム黙蒙ふJ量像

…

父親か ら生活状況などを聞いていくうちに、バス

の中で数名の本校生徒か らいじめを受けていることを聞いた。本人が加

害者との同乗を避けて、次のバスに乗るため遅刻が増えている事実がわ

か っ た 。

4 問題行動の状況

A男 は中学時代 「ブツブツと文句をよく言う、 しんきくさい。Jな ど

と
※                   することがあった。中学

時代の級友から離れたい気持ちがあって本校に入学 した。 しか し、バス

通学者の中に、 「A男 をいじめるとおもしろいぞ」と中学時代のA男 を

知 っているB男 がC、 D、 E男 に話 したことからいじめが始まった。い

じめの内容は嫌がらせ、カバン持ち、使い走 りなどで、時には物を投げ

つけることもあった。度重なるいじめがあったためA男 はB、 C、 D、

E男 が乗るバスを避け、次のバスで通学することが多 くなった。また、

このいじめが徐 々にクラスの中でも行われるようになった。

5 指導と措置

(1)発覚直後の指導委員会 (校長 教頭 生徒指導担当者 学年主任

担任)で 、い じめについての指導方針を決定、全職員の意志統一を図

った。直ちにいじめの全貌を細かく調査 し、問題の本質の解明に当た

った。該当生徒か ら事実確認をすると同時に、事実の背景に隠されて

いた中学時代の「嫉み」か らのいじめなども考慮 し指導計画を立てた。

(2)い じめに関わった生徒の保護者を集め、 
｀
裳複の指類五上員2L【
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X平素から、保護者、PT

X担任の早い対応がいしめ

の早期発見につながった。

※クラスの雰囲気をいち早

く察知する観察力が望まれ

る。



(3)この問題の根底にあるものは 「集団による個人の疎外Jで ある。担

任は単に暴力否定だけの表面的な問題として終わらせないように配慮

しながら指導を進めた。発生したいじめの問題を仲間づくりの教材で

もあるととらえ、生徒が自分たちで学んでいけるように提示した。

① 問題を総合的に分析、整理して、生徒に説明した後で話し合いを

させ、感想文を書かせた。
※ ^ =

このような話し合いの中で ・              A男 に

対する行為が人権を無視 したものであつたことを認識させることがで

きた。

(4)加害者のB、 C、 D、 E男 に対 しては、 良分たぬゑ行なか巣れゑ

」複

(5)A男 をとりまく集団は、はじめ、この問題の本質をとらえることが

できず、学校の大がかりな指導に対して 「これ くらいのことで……」

と思う生徒もいたが、学校が筋道を立てて指導 し、話 し合い、説得を

続けていくことで、親と子供の両方に 「人間尊重」と 「仲間づくり」

の大切さを理解させることができた。

6 指導上の留意点

(1)些細と思われることでも迅速に対応する。特に家庭訪間により、子供が教師に話 し

にくい実態を把握 したり、学校の対応が親にも伝わるように配慮 したりする。

(2)指導委員会の方針を全職員に徹底 し、表面的な問題だけでなく、事実の背景を確認

し、曖味さを残さないようにする。

(3)い じめの問題について生徒に話し合いなどをさせる場合は、単に、生徒の自主的な

解決にまかするのではなく、担任の十分なリーダーシップのもとに行わせることが望

ましい。

(4)問題が起こつてからではなく、いかなるいじめ (暴力)も 、人間の尊厳を傷つける

行為として絶対に許さないという姿勢を、学校、教師が平生から持ち続けていること

が大切である。

②

③

A薇員には学校の基本方針

などについて理解と出力を

求めてお〈ことが大切であ

る。

X藤の気持ちについて共

感的に理解きせたい。

Xいじめる者、同調する者

傍観する者、いずれもいじ

めを肋長する行為であるこ

とをわからせることが大切

である。

Xいじめた1の生徒に対し

て、議ll力ある指導ll大切

である。

いじめられる子の苦しさをビデオや新聞記事などで学ばせた。

- 9 8 -



囮 長期間にわたり金銭を強要し続けるいじめ

高等学校 被害生徒  1年 生 (A男)、 加害生徒 1年 生 (B男 )

1 問題行動の概要

中学 2年 の夏休み、A男 は間違えて女子 トイレに入ったのをB男 に見

られて 「皆に黙 っていてやるから、五千円持 って来い。」と脅かされた。

A男 は言われるまま金を渡 した。それ以来A男 は何かにつけてB男 にお

金を脅 し取 られ、高校入学後も続いた。 6月 ごろA男 はそれを苦にする

あまり胃潰瘍になり、学校をよく休むようになる。

2 生育歴 家庭環境等

A男 :両親共働きで、弟、祖母の5人 家族。おとなしい性格で、中学時

代は数名のグループか らたかりの的になっていた。性格的には非常に

真面 日で、やや気の弱そうな面もあった。

B男 :両親共働 き。母親は口やかましく、B男 の金遣いの荒さを注意 し

ていたが、子供の金の出所については何も知 らなか った。A男 が登校

拒否になったのは、自分のせいでなく、中学からすでに登校拒否の傾

向があったのではないかと担任に話すほど 「い じめJの 認識が薄い。

以前は、A男 と仲が良く行動を共にしていたが、グループでA男 がた

かりの被害者になってか らは、自分もたかるようになった。

3 事実の把握

A男 は6月 に入ってか ら、 
※
員だ轟虫 ということで通院 し、欠席が多

くなった。検査の結果 「胃潰瘍」と判明 した。その後、 担棋該巌嫁■2

塁気0な こな贔風上、何回も家庭訪間や電話で 「何か悩んでいないか。J

と聞いたが、A男 はその都度 「なにもない。Jと 否定 していた。

6月 22日、A男 の母親か ら担任に、 「B男 が学校へ行こうと誘いに来

るが、子供は通院のため気がすすまないようでした。 しか しB男 の誘

い方があまりにも強引なので心配になり、子供に聞いたところ、恐喝さ

れていると話 した。驚きと心配のあまり電話 しました。」という連絡を

受けて事実がわかった。

4 問題行動の状況

中学 2年 の夏休みから、B男 はA男 に対 し、女子 トイレの件、テス ト

の点数が悪かったことなどを持ち出して恐喝を続けた。更に金を貸 して

は倍返 しさせたり、遊びで金が必要なときは全部金を払わせるなどいじ

めが卒業まで続いた。高校に入学 してか らも、ボー リング代、CDの 代

金などを払わせたり、 量の パン▲ジ ュニスム去倉上KЖ 嵐んな金お盈

及ュぇ などした。A男 は、母親に打ち明けるまでに数万円の金をB男 に

言われるがまま渡 していた。

B男 は、A男 が中学の時い じめられていたこと、生徒間で金銭の貸 し

借 りが横行 し金銭感覚がマ ヒしていたことなどのために担任か ら幾度と

なく注意を受けたが、い じめをやめることができなかった。更に、事実

確認の際にも、B男 には罪の意識がなく、 「軽い気持ちJで いたことが

うかがわれる。 A分 はな£=か ま工【蓋臆聰取これKua上 知こと漱

最運鳳パ製以なゑという気の弱さで、 X

×生掟からの「SOSIJ

サインを見落とさない。発

見に努力を|

*1頃から極め綱かな生能

理解が必要である。

×見えにくいいじめを見ぬ

〈:や感性を磨〈ことが必

要である。

X教師が晨後まで會分を守

ってくれるという安心感を

持たせることが必要であ

る。

×生徒理解などの検査など
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5 指導と措置

(1)B男 か ら事情聴取をして、事件の全貌を明確にした。

(2)※

当時の両名の関係などを聞いたが、よく把握されていなかった。

(3)B男 の保護者に来校を求め、事件の内容を話 し、A男 と保護者への

謝罪と脅 し取った金品の弁償をするよう依頼 した。

(4)B男 の家庭訪間を繰り返 し実施 し、A男 の立場に立って物ごとを考

えさせるように指導した。

(5)被害者のA男 と保護者に、事件の全容を説明し、B男 が三度とこの

ようなことはしないと反省 している旨を伝えた。

(6)全戦員に事件の報告をした。今後の指導として
楽
生海認瀬ば激=鼓蝕

いよう/1Bかいところまで気を配り、指導することを確認 した^
(7)ホ ームルームでは、各担任が 「い じめJ「 思いや りJ「 お金の貸 し

借 りJな どについての話を した。

( 8 ) K l斃詞誦

“

表類数は、

`認

χttL裳願飲娘豫Liヱ ユ蔵0きな力、力為_そ こ

で、学級担任が家庭訪間や電話で「解決 したから安心 して来るように」

と話 したが、A男 は 「胃の調子が悪いJ更 には 「学校がつまらないJ

と言いだ した。頑張るよう励ましたが、2学 期の初めに 「頑張ってみ

る」と言ったものの3日 来ただけで不登校状態が続き、遂に退学 t′て

しまった。

(9)B男 はそれ以降、問題行動を起こさず、落ち着いて学校生活を送っ

ている。A男 がやめた原因が、自分にあるということを自覚 しはじめ

ている。

6 指導上の留意点

(1)日頃か らあらゆる機会をとらえて生徒の人権感覚を磨き、思いやりの心を育てるよ

う指導することが必要である。

(2)生徒の変化を敏感に感 じとり、生徒の出すシグナルを見逃さないような教師の日と

カウンセリングマインドを持つことが大切である。

(3)充分な生徒理解を一層深めるために、保護者はもとより中学校との多面的な連携を

図ることが大切である。

(4)い じめ問題を指導するにあたって 「社会で許されない行為は子供でも許されない」

との強い認識に立って指導することが必要である。

(5)担任一人が問題解決に当たるのでなく、校内の指導態勢を確立し、基本的な指導方

針を明確にして、組織として対応することが必要である。

(6)被害者の心の中にはいじめられたことが問題の解決後もダメージとして残る場合が

ある。カウンセリングマインドによる指導が大切である。

と合わせ早期発見に努める

ことが必要である。

X日ごろから的保な情報収

集、意見交換ができるよう

に、より密接な中高連携が

必要である。

Xいしめの指導については

早期発見、早翻対応に心掛

け、学崚担任や―部の議鰤

にIIIせf全員で饉繊的に取

り組むとともに家庭だと

密接な連携 嶋力を回るこ

とが大切である。

※本人の心を理解し、支え

ることを主眼としたカウン

セリングマインドによる対

応が必要である。
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回  インターネッ ト掲示板を介 した誹謗中傷によるいじめ

高等学校  被害生徒 2年 生 (A子 ) 加害生徒 不明

1 問題行動の概要

A子 はま じめな生徒であるが、正義感の強さから同じクラスの女子生

徒の素行に対 して、曇いと見つたことはよ こ

～

で

あった。 9月 に入つて、あるインターネッ ト掲示板に実名入 りで、誹謗

中傷の書き込みが頻繁に行われるようになつた.

2 生育歴 ・家庭環境等

A子 は両親 と弟の 4人 家族で長女.成 績は中程度で、運動系の部活動

に所属 し、意欲的に取 り組んでいた。両親 とも曲がつたことが嫌いなタ

イプで、A子 に対しても行動面では厳 しく教育 していた。

A子 も大変正義感が強く、例え親友であつても間違つたことには上級

生のように注意するため、A子 のことをあま りよく思つていないクラス

仲間もかな りいた。

3 事実の把握

A子 の音

`活

動の友人が、インターネ ッ トの学校別掲示板に、A子 の実

名 を上げて、「中学時代に性的な問題行動を起 こしたJと の書き込みが

あるのを見つけ、A子 の担任へ情報提供 した.

4 問題行動の状況

担任は情報担当の教員に協力を求め、指摘のあったインターネ ッ トの

掲示板を監視す ることにした。最初は一人が書き込むだけであつたが、

翌 日には 3～ 4名 の者が、翌々日には 10名近い者が誹謗中傷をするよう

になつた.書 き込み内容もエスカレー トし、A子 の性行為を赤裸々に表

現 した り、A子 が中学時代に交際していた他校へ通 うB男 の名前が出て

きた り、挙げ句の果てにはA子 にな りすまして、「暇だから電話 してJ

とか 「彼氏募集中」 といつた書き込みまで現れた.そ のため澪撮像は生

妖難妻護巌認にコ験熱ガい それまで同校ではこうした事案がなかつたため、

生徒指導主事は地域担当生徒指導主事に相談し、「誹謗中傷対応マニュ

アル」の紹介を受け それに従つて次の手順で対応策を講じた.

5 指導と措置
(1)本 文のプリン トとログのプリン ト……書き込みの内容によつては、

警察へ被害届を提出することになつたり、被害届を出さなくても相談

をもちかける場合がある。この場合、証拠となるものが必要で、書き

込みとログ蓬プリントした。
(2)保 護者 との相談……早速両親に学校へ来ていただいて、事実を報告

するとともに、インタ藪 麓 豪 』 晟 塵 盟 朦 彙 鰹 効 朦 tad鍛 黎

炊財究茨し 書かれた本人は、未だ書き込みのことを知らないようであ

ったので、本人には父親が説明することになった`警察への被害届は、

保護者 としては提出したいとのことであつたが、本人の意向を聞いて

判断することとした.サ イ ト管理者に対しての肖1除要請は、学校が行

うことで同意を得た。また、担任 部顧問等が注意深く見守 り、本人

の行動に変化があつた場合は 保護者 と情報連携したり、本人に精神

的支援をすることを約束した.

(3)削 除要請……管理者への削除要請は、緊急な状況であつたためメニ

よょ震最娘顛ば蚊ぱ朕類歎奴憲歎ゑゑ, メールでの削除要請は、マニュ

アルに従つて、下記 (8)参 考のような要請文を書き込み、また同文
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※A子の場合 正義感が強

い点はよいが 相手の立=

や場面を考えず注意する傾

向があつたため、反感を買

うことカリ苗からあった

※書き込みが始まってから

すでに3～4日が経過して

おり、生徒指導主事との情

報共有が遅すぎる.

※ログとは いつ どの携

帯電話から、書き込まれた

かを示す WoO上の戸籍

のようなもの。

※書示板にll、実4.詐謗

中傷等の禁止報が明記し

てあり、8示板の存在その

ものに違法性はなく、書き

込んだ行為に問題がある。

そのことを聯できない保

護著は多,、

※麟除要請メールだけで

は、すぐに対応しない場合

が多ヽたヽめ 3通)の方法



をFAX送 信 し、電話でも協力を要請 した.管 理者の応対は思つてい

たより丁寧で、電話をした翌 日にはすべて削除された.
(4)被 害者の保護 (緊急避難)一 A子 は気丈な生徒で父親から掲示板

のことを教えられた翌 日も登校 したが、いつもの元気がなかったため、

教育相談室に呼んで、教育相談担当と養護教諭が激励するとともに、

心配ごとがあればいつでも相談室へ来るよう伝えた
`

(5)加 害者 ・観衆への指導 …ログのプ リン トがあったため、無
が、保

護者の同意を得ないと個人情報保護法をクリアできないこともあり、

行わないこととした。
(6)傍 観者 仲裁者の指導 ―マニュアルに従つて、緊急の全校集会を

FfO催した.な お被害者であるA子 については、やや リスクが大きいと

考え、教育相談室に呼んで個別対応 した.

全校集会では、① 「もし自分が被害者になったら……」という仮定

のもと、受けるショックや心の痛みを想像させること ② 「軽はずみ

な行動」といえども、高校生なら当然判断でき、責任が問われること

③ 「匿名性があるので調べられないだろうJと 思つていても ログか

ら個人の特定ができること ④物的 ・精神的被害を与えたことに対す

る民事責任 (損害賠償)は 、相当多額であること ⑤高校生の場合

当然&鼓 場 墾 ↓ 奴 謙 護 ヱ 避 劉 望 硼 嵐 凱 聰 迎 上 晟 曝 矢こと、な

どを説明した.
(7)傍 観者を仲裁者に変える……これもマニュアルに従つて、先生が生

徒のような書き方で、「実名なんか書かずに、もつと楽しく掲示板を

使お うよ |△△ (全校集会で、情報モラルを指導した生徒指導主事の

名前)も 集会で言つてたように、書いた人も分かるらしいよ !Jと 書

き込んだところ、次々に誹謗中傷を非難する意見を生徒が書いてきた。

そのことが、職員室でも話題になり、他の先生も実名が出たら同じよ

うな書き込みをしてくれるようになった。その結果、実名が書かれる

と、すかさず生徒による誹謗中傷を非難する書き込みが入り、装底ぉ
ちの自衰作用で本湾偉食な振贔版敗な之22● こ.

(8)参 考……●削除理由「△△△高等学校の生徒指導主事OOOOで す`
この書き込みは、本校生徒▲▲▲▲を誹謗中傷しており、当掲示板の

利用規約『第◇条◇暴言や誹謗中傷』に抵触 しています 生徒の今後

の学校生活を考えると大変心配ですので、直ちに削除をお願いします.

なお、この依頼に関する問い合わせは △△△高等学校 電話番号

生徒指導主事 ・□□□□までお願いします.」

指導の留意点
(1) 「掲示板の誹謗中傷対応マニュアルJに ついては、時やサイ トの種類によって変化

するため、最新のものを各教育事務所の地域担当生徒指導主事または、教育研修課ヘ

問い合わせれば、提供 してもらえる.ま た、県警のサイバー犯罪対策室や所轄の警察

署 ・生活安全課へ相談することもできる.
(2)イ ンターネット掲示板に誹謗中傷が書き込まれると、その書き込みを見てさらに書

き込みを加えたり、書いてあることを言いふらしたりすることもある.ま た,匿 名性

が高いため、いじめを受けている生徒が報復として、直接言えない悪 口や嫌がらせな

どを書き込む場合もある.
(3)イ ンターネット掲示板の誹謗中傷が原因で フレーミング (暴力行為等の実際の ト

ラブル)に 発展 したケースもあるので、あらゆる学校教育を通 して情報モラルについ

ての指導を充分に行 う必要がある。
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て要請することが望まし

1。ヽまた 管理者が分から

ない場合は、県1のサイバ

ー犯罪対策室へ欄い合わせ

る.

※生徒の所僣する構帯電話

のログを調べるには、保護

者の同意が必要で、強引に

行うことは、数員がお地に

立たされる場合もあるの

で、慎重に行う。

※実際に1事責任を聞われ

た報も多くあり 過去の

事綱を調介することも効果

がある,

※実際のいじめの場合は

被害者珈害者1瞭のい

ないところで傍働者を指導

するが、インタ‐ネット1

示板の上で囀報教育を行う

のも一つの方法である.



□ 周りには仲間だと見えていた女子生徒からのいじめ

加害生徒 1年 生 (B子 、他 3名 )高等学校 被害生徒  1年 生 (A子 )

問題行動の概要

A子 は 1年 生の秋頃から保健室へ出入 りすることが増え、 12月 から

登校できなくなった。今まで行動を共にしてお り仲の良いと思われてい

た B子 を中′心とした女子 4人 から、無視をするなどの態度によるいじめ

があり、また、「私たちをいじめのカロ害者にするなJと いう内容のメー

ルもA子 に送られていた.

生育暦 ・家庭環境等

A子 は兄 2人 がいる3人 兄妹の末つ子.義 父母と同居する母はきちん

と育てなければと厳 しいしつけをしてお り、A子 は親には逆らえないお

となしく真面目な性格.B子 は放任的な母親 との母子家庭で、活発であ

り、常にグループの中心的な存在になっていたいタイプ[

年度当初、A子 は別¢,グループにいたが、 5月 ごろそのグループでの

人間関係が悪くなり、一人で居るところを B子 たち4人 に誘われ B子

を中心とするグループに入って 5人 と行動をともにしていた.

事実の把握

今まで保健室に行く生徒ではなかつたが 10月 頃かり颯農裏a2ω

12月 になり、A

子が風邪で欠席をすると母親からの連絡があったが、心配をしていた担

任が、母親に電話をすると 「学校でいじめがあるのではないですか ?J

と母親も心配していることがわかった,

A子 は厳 しい母親にも男性の担任にも口を開ざすため、養護教諭が話

を聞いた。A子 は、 10月 頃から、B子 たち4人 に声をかけても無視を

された り、話の仲間に入れてもらえなかったりするなどのいじめを受け

ていた。 さらに、「私たちの悪 口を言つたら、私たちがいじめているみ

たいで悪者になるから絶対に人に言 うな」などのメールが届いていた。

問題行動の状況

A子 が B子 のプライベー トな話題を部活の先輩に話したことか B

子に伝わ りいじめのきっかけとなつた

B子 を中心として 5人 で行動していたが、4人 が A子 だけを無視する

ようになり、話の輪の中に入れないなどの行動を取るようになった.ク

ラスの女子は行動を共にする仲良しグループができてしまっているため、

仲間はずれになると、他のグルーブに は入 りにくい状況がある まして

や A子 は一人で居るところを B子 たちの仲間に入れてもらつた経緯があ

るため、他の生徒たちと仲良くするわけにもいかなかった.

また、B子 は、A子 を仲間はずれにしていることが他の生徒たちにわ

か り、「あの子がいじめの加害者だJ と言われることを恐れてお り、良
A子 は、無視をさ

れながらも、B子 たちを悪者にすると、更に B子 からのいじめがひどく

声ゞをかけなが

※保健室に出入,が多くな

ることは何かmsのサイ

ンであることが多いので関

係凛員で連携を取,合い注

意していることが大切であ

る.

※表面上lj仲良くしている

ように見えても他人には知

られたくない内容がメール

でや,と,されている場合

が多く注意が必要である.
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なることを恐れ、誰にも言えずにいた。A子 は、自分が学校に行けないこ

とが B子 たちからのいじめのせいだということを知られないようにして欲

しいと訴え、先生たちが B子 を問いただすことはやめてはしいと言つた。

5 指導と措置
(1)口 を開ざす A子 への最初の対応は養護教諭が行った。
(2)担 任、学年主任、教育相談係、養護教諭で今後の対応を話し合った。

lal

は ・

(4)A子 は誰とも会いたくないため登校することを嫌がつたが、厳しい

母親からは学校に行くように責められるため、相談室に登校できるよ

うに配慮した.A子 は、B子 から 「学校に来ているのに教室に来ない

のは、私がいじめているみたいで悪者扱いにされるJと 攻撃されるこ

とが不安であった.そ のため、当面は、他の生徒とは時間帯を避けて

相談室へ登下校させた。
(5)B子 たちの心の変化を確認するために、使が良かつたグよ嵐プのュ

´

学年主任 と担任が、A子 や A子 の母親に何回も確認をし、B子 から

の謝罪はいらない、先生にちくつたとされたくない、今後 B子 たちと

また仲良くするつもりはもうない、ということだつたので、学校が間

に入ることは避けた.

“

)

収ムょ、他の先生たちにも心を開くようになり 他の生徒から姿を見

られることにも抵抗感をなくしていった。人の出入 りの多い保健室に

居場所を移 し、B子 たちではないクラスメイ トに誘われて、教室に復

帰することができた.
(7)B子 も、いじめのカロ害者だということが表面化 しなかったことで A

子に攻撃することもなくなり、日にちが経って、A子 のことを気にし

なくなり、性格的に合わない子だったということで 自然に離れるこ

とができた.
(8)A子 が新しい仲間関係の中で安定して学校生活が送られるようにな

つてから、本人及び保護者の了解を得て、B子 らへの指導を個別で行

った.そ の際、A子 が味わった悲しみや不安、B子 らへの思いをかみ

砕いて伝え 自らの言動を深く反省するよう配慮して指導を行つた.

6 指導上の留意点
(1)被 害者が教員にいじめのつらさを話したことでいじめがひどくなることを恐れて

いる場合は 慎重に被害者の気持ちや考えを尊重しながら、加害者への指導をどのよ

うにするかを検討する必要がある.
(2)保 健室に来室が多くなることは、例え、ただなんとなく来室する場合でも、精神

的な何かが隠されていることが多い.保 健室は生徒の背景にいじめがかかわっている

サインをいち早く気付くことのできる場所であるため、養護教諭は常にそのことを念

頭に置いて心身の観察、背景の分析をし、関係職員と連携を取る必要がある.ま た、

他の教員は日頃の生徒の様子を養護教諭 と情報交換 しておくことが大切である.
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紬害者への指導は、技害

者や鶴詢保請の賄

ちや考え鰤 ,めながら行

う。

照珈害者を疑う談りではな

く、仲の良かつた生徒から

の話を目く姿勢て,

※1子の気持ちや考えを

尊重し、早急すぎる3子
への指導を避けたことが

3 子からの攻撃を防ざ

教薇を信頼することにつな

がったと考えられる.



国  男子クラスにおける日常的ないじめ

高等学校 被害生徒 2年 生 (A男 )、カロ害生徒 2年 生 (B男)

1 問題行動の概要

2学 期のなかば授業の始まる直前に、A男 と B男 が話をしていたと

ころ、突然 A男 が B男 に殴りかかつた。クラスの仲間が止めに入つて

治まった。この出来事によつて、A男 と B男 は、普段から一緒に行動

することが多かったが、B男 は A男 に対して 日頃から 「いじめJを 繰

り返 していた事実が分かつてきた。

2 生育歴 ・家庭環境等

A男 は母と妹 との 3人 家族で、おとなしく学校でもあまり目立たない

存在であった。体型も小柄でやせていた。

B男 は父母、祖母、兄の5人 家族で、身体が大きく腕力も強かった。

しかし、続けていた襲晨勲嵐晨22幾 よ2奏堤戯燒お・部活動の練習
が厳しく、文顧問とも合わないという理由であった。部活動を辞めてか
ら、A男 とB男 が一緒にいる姿がよく見られるようになった。

3 事実の把握

担任が、暴力事件を起こした 0男 にその理由を尋ねると、B男 から

日常的にからかい、嫌がらせを受けていたと語つた。このことから 「い

じめJが 日常的にあったと判断した。しかし、男子クラスでは日頃から

こんな出来事が多く、A男 はいじめられている認識が薄かつた. クラス

の仲間に事情を開くと、「ちょっとからかっていたような気はするJと

答えた。 しかし、男子クラスでの出来事であったせいか、「どこでもあ

ることだ」と念風2豪 髪こ整之国以崚寡般おじ数

"磁

数お。
4 問題行動の状況

(1)暴 力事件によるいじめの発覚

・A男 が B男 に暴力を振るったと教科担任より連絡を受けた時。担

任は、A男はおとなしい性格なので、被賞装彼よ製員装褒襲逆武襲

…
●

・A男 は B男 と比べると体力的にも劣勢であるため、度重なるいじ

めに対 して、どうしてもイヤとは言えず我慢するしかなかつた。
(2)い じめの内容

日頃から B男 は A男 に対して昼食時にバンを買いに行かせたり、
「貧弱」と呼んだ り、腕力が強さにものを言わせて、A男 の学生服

の袖をつまんで引つ張つて、からかつたりしていた。事件の日、B

男が A男 のノー トに
'貧

弱Jと 落書きをしたことにより、A男 が

我慢ができなくなり暴力に訴えたのであった。
(3)ク ラスの仲間のいじめ認識

男子クラスでは日常茶飯事的な出来事で、クラスの仲間も、そんな

ことをいちいち 「いじめJと して取り扱わなくてもいいのではない

かという雰囲気があり 今回の件でも だ敗な数数怠なゑなふゑ嫉搬
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※瀬舌動を辞めてからの生活

の変化に注意を払う必要があ

る。また、翡の変|があっ

た生機には、個人離を割

的に実饉するのも有効であ

る.

※行動の背景にll理由があ

る.1 男の言い分(理由)

を十分闘くことが大切であ

る.

嵌いじめに督関心な仲闘哨

議改革が必要である。

※日常的な鶴がいじめにな

つていることを指鴨し、相手

の気持ちを理解させるこせが

大切である.

※いじめの認識が高め、相手

の麟 (難りを聯させ

ることが必要である.



●

5 指導と措置
(1)生 徒指導委員会にて、

いじめを受けていたことが発覚した A男 の処分について、学年会で

話 し合つた結果、暴力に訴えたことにはきちんと指導をすることと

した。 (謹慎処分)

・B男 の A男 に対する日常の行為が、明白な 「いじめ」であると認識

させ、作文指導をするなどして、厳 しく反省をさせた。
(2)保護者との連携

・A男 の保護者には、暴力事件についての反省 (謹慎)を させること

を伝えるとともに、B男 からの 「いじめ」についても事実を伝え、

一

説明した.

(3)教育相談との連携

今後、A男 に対 して、本人の人間関係による悩み等を相談できる体

制をつくり、

クラスの生徒にも、いじめ等の悩みをいつでも相談できる体制をと

っていることを伝えた。
(4)クラスヘの指導

今回の事件は、クラスの問題 として事実を伝え、「傍観者 となって

いじめを見て見ぬふ りをすることは人権感覚が間われる重大な問題

である」ことに気づかせるLHRを 実施した。

悪ふざけであっても、相手が嫌がることをくり返 しいじめれている

と感 じれば、それはいじめであるという認識がもてるよう指導した.

憑A男の勘J略と1男

研 じヽ

"性

開●f、通

りに指導を行うことが必要で

ある.

※A男が受けたいじめにつ

いては、talヶアも実饉する

ことが必要である.

※A男の心のケアと〕男

との関縣を見守るため定期的

に個人面談を実施することが

`要

である.

※クラスでの躙 な出来事

を取,上げ1相手がイヤと感

じる行ムはしな11ことをく

'返
し指導することが大切て

ある.

6 指導上の留意点
(1)男 子クラスでは、生徒間の力の差によって生じる出来事は起こって当然という考

え方が教師側にも多少あった。そのことが生徒たちをいじめに対して鈍感にさせて

いることを反省 し、先入観を持たずアンテナの感度を上げて生徒の様子からつぶさ

にいじめの存在に気づき、迅速に対処することが必要である.
(2)A男 に対 し、問題行動 (暴力行為)の 事実は事実として厳 しく指導しながらも日

頃のいじめにによる心の傷つきを受容し、安心して悩み等を相談できるように配慮

する。
(3)被 害生徒と加害生徒が同じクラスの場合は、指導後の人間関係の在 り方に配慮 し

て、 しこりが残らないようにしていくとともに、事後の見届けを継続的に行 う̀
(4)い じめに敏感な生徒が育つような学級経営に努め、管理職等のリーダーシップの

もと、教科担任等の全職員で共通理解をし、多くの日で指導にあたることができる

指導体制を確立する.
(5)生 徒が気軽に相談できる相談体制を確立する.担 任はもとより教育相談担当、養

護教諭等が情報を共有し、連携して解決にあたる.
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□ 被害者も加害者も認識が薄いいじめ

高等学校  被害生徒 1年 生 (A男 ) 加害生徒‐ 1年 生 (B男 、C男  他数名)

1 問題行動の概要

カロ害生徒たち8名 は、長期にわたってA男 に対していじめを続けてい

た。ところが加害者も被害者も、その行為が 「いじめJだ という認識が

薄く、なかなか発見することができなかった。

2 生育歴 ・象庭環境等

被害生徒  A男 は、おとなしく日立たない生徒である。日頃から口数

が少なく、いつも友人の後をついて行動している.弓 道部に

所属していたが、やがて活動をやめてしまい、勉強への取組

も消極的である.

カロ害生徒  B男 は運動部に所属し、毎日片道 2時 間近くかけて通学し

ている。活動的で行動力があるが、晨勲墳晨根既ム瓢盆よ褒

う

カロ害生徒  C男 はA男 と同じ中学校の出身者で、学校ではいつも一緒

に行動している。物静かで性格がおとなしく、行動や性格が

A男 とよく似ている。

3 事実の把握

別のいじめ事件について事実調査を行つている中で、このいじめにつ

いての事実が明らかになった.す ぐに関係生徒全員に対して事情聴取を

行い、いじめについての指導を行った。

4 問題行動の状況

A男 に対するいじめは 11月 頃から始まった.は じめは罰ゲームのよ

うな感覚で、文化祭の準備で使用していた木工用ボンドを、A男 のすね

に塗つてからかつていた。最初はじゃれ合いのような接触だったが、や

がてA男 を殴る ・蹴るという暴力に発展した。A晨 に赦ょる勇ジよゑ覧こ、

孤立してしま

つたA男 は 「以前の関わり方のほうがよかったJと B男 に話したため、

暴力が一気にエスカレー トした。| じヽめグループは、A男 の携帯電話を

勝手に使用して、登録 してあった女子生徒に次々に無言電話をかけた。

あとで判明したA男 に対するいじめの内容は、次のようであった。

ふりかけをA男 の頭にふりかけ 「お茶演けJと 言つて笑った.

・逃げるA男 を追いかけ、チューブ入りのわさびを顔に塗った。

・昼食のとき、おかずを勝手に食べて しまい、A男 にはごはんだけを食

べさせた.

昼食用のバンを、勝手にかばんから盗つて食べてしまつた.

・掃除の時間に道具入れに閉じ込め、向きを逆にして出られないように

嶺B男は別ntめ411

でも首謀着的な役割であっ

た

凝修櫻渚たち001は、,ヽ

じめ帯柵 る上でを

ても大事な要素である。
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した。

体育の着替えのとき 「脱げJと 強要し、A男 が拒否すると押さえつけ

て全裸にした。

城ムが、ここまで内容がエスカレートしているとは思わず、生徒指導部

に問題提起をすることはなかつた。決定的な理由として、いじめグルー

プの中のC男 はA男 と同じ中学校の出身で、2人 は中学時代からの規友

でもあリー緒に行動することが多かつたことがあげられる。A男 の様子

を不審に思つて職員室に呼び出して事情を聞くことが何度かあったが、

いつもC男 が付き添つていたことに違和感を感 じなかつた。Caが 風嚢

盆褒ゑ・C男 は自分がいじめグループに入らなかつたら自分がターグッ

トになると感 じてお り、A男 と一緒に帰るときにはA男 に同情的な言葉

をかけていた.ク ラス担任は保護者懇談でA男 の母親から 「A男 が携帯

電話を月に数万円も使 うJと 聞き A男 を呼んで問いただしたが、A男

は真実を言わなかった。

5 指導と措置

いじめの内容の程度から、かなり悪質なグループ 5名 と、比較的程度

が軽かったグループ4名 に分けて指導を行つた.前 者の5名 は約 3週 間

の停学処分とし、保護者同席のもとで学校長による指導を行い、後者の

4名 は学校指導 (授業は出席し、始業前 放課後に指導を行 う)と し、

.指 導する時期が

春休み中だつたため、全員を学校に登校させて指導を行つた。指導の内

容は、学校においては掃除などの作業を中′心にして、反省文、各種の作

文、指定図書の読書感想文、反省 日誌 学習ノー トとし 指導中には教

頭、生徒指導主事、学年主任、部顧間、クラス担任からの説諭や指導を

行った` またA男 の自宅へ、保護者とともに謝罪に行くことも指導項 目

とした

て史ズ員去,じ

“

.

6 指導上の留意点

(1)生徒のほんの小さな変化を見逃すことがないよう、授業中や休み時間の様子、友人

関係など多様な面から一人の生徒の様子を見届けていこうとする教師の誠実な姿勢が

求められる。また、周囲の生徒が傍観者や観衆となることなく、適切に対応すること

ができるよう、日頃からいじめ防止について生徒の意識を高めておく必要がある.

(2)被害者と思われる生徒から話を聞く場合には 話を間く場所、時期、時間等に十分

に配慮 し、本人が安心 して話すことができる環境を用意する必要がある.

(3)い じめ問題に適切に対応するためには、管理職の指導のもと、教職員全員がいじめ

に対する共通の認識をもち、共通理解、共通行動を徹底する必要がある.
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練妙赫腋罫種と

してとらえる感覚は大切で

ある.

※一人にしないと事情が関

き出せな1理合と、友人が

一緒でないと事喘が利き出

せない場合がある.

※保護者と一緒に謝罪する

ことは、立ち査,の大きな

きっかけになる.

※いじめを発見できなかっ

たことは、技害者にも加害

者にも謝罪するべきであ

る.



国 被害者が加害者に変化したいじめ

高等学校  被害生徒 1年 生 (A子 ) カロ害生徒  1年 生 (B男  他数名)

1 問題行動の概要

B男 はA子 に対して、本人が嫌がるあだ名をつけてからかい、悪口を

言つていた。やがてB男 のグループのメンバーが、集団になつて大声で

あだ名などの悪口を言い、わざとA子 の席を避けて通るなどの行為を続

けた。

ょ昼ぃ、知人にいじめをやめさせてほしいと頼んだ。知人はいじめグル

ープのメンバーに対して、暴力的な庄力をかけていじめをやめさせよう

とした。

2 生育歴 ・家庭環境等

被害生徒  A子 はおつとりした性格で、他人とコミュニケーションを

とるのが下手である.中 学ではバレーボール部に所属してお

り、母親は高校になっても続けてはしかつた。A子 はつらい

部活動を避けて華道部に入部していた. 目的意識の乏しい生

徒である.

加害生徒  B男 は運動音日こ所属 し、毎 日片道 2時 間近くかけて通学 し

ている.活 動的で行動力もあるが、言動には粗野な部分もあ

る。

3 事実の把握

夕方になつて、運動部員の男子生徒 2名 が 「友達のB男 が、怪しい車

の男 2人 に鉄パイプで脅されて拉致された」と言つて職員室に駆け込ん

できた。内容を聞いた

,校 内に残留していた者 と緊急連絡で駆けつ

けた本校職員は、警察官とともに、現場周辺で遺留品を探 したり、 2名

の日撃生徒から事情聴取をしていた.や がてB男 を乗せた車が現場に戻

ってきたので、詳しい事情を開くことにした。車の中には有職少年 2名

とB男 の他に、本校生徒のA子 が乗っていた。 4本 は螢葱碑

"裏

数独免ミ

ま態蠅更峡慧則λ

“

が、B男 は有職少年から暴力や恐喝めいたことは受け

ておらず、A子 に対する嫌がらせを改めるように説得を受けたと供述 し

た .

4 問題行動の状況

B男 たちのグループによる、A子 に対してのいやがらせがエスカレー

トした頃、A子 は母親にいじめのことを相談した.母親はかねてから「自

分のことは自分で解決せよJと いう教育方針であつたため、このときも

自分で対策を考えるように話した.A子 は、ョ盆墳敗致ユムa次 達oぃ

曇 A子 が知人のC男 に事情を話 したところ、C男 は友人と一緒

※いじめを受けている生徒

には切実な問題だが、方法

鵬 的だった

※1頃から警察との連携

協力体鋼を作つておくこと

は、いきというとき心強11

※早く彙日を切,「して、

別々に事情を関くことが大

切である.

※力で解決しようと考えた

転点で核害者が如害者に

変身した
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に、いじめグループのメンバーを、一人ずつ呼び出し始めた。学校外で

の呼び出しであり、いじめグループから連絡がなかったので、このこと

を学校はまったく把握していなかった.グ ループのメンバーたちは、連

絡を取 り合つていたので、いつ自分に呼び出しがあるかを心配する毎 日

であった。

5 指導と措置

グループによるA子 に対するいじめの全容が判明したので、クラス担

任と生徒指導主事がA子の良裳収農凛峻Kュ鼓よ峻越迎よ謝義a&↓ ・
いじめグループは約3週間の停学処分とし、保護者同伴のもとで学校長

による指導を行つた。指導の内容は、反省文、指定図書の読書感想文、

反省 日誌、学習ノー トとし、学校謹慎に切り替えてからは、教頭、生徒

指導主事、学年主任、部顧間、クラス担任からの説諭や指導を行つた。

学校では校内清掃や作業を中心にした指導を続け、良食anれ 互ぬょ凛

農食生ことえ痺鐘嗽飯鼓奴嫡敬ことご墓≧バリ爆嫁豪幾義′ 5名 の生

徒を同時に指導していたので、甘えの気持ち‐・起きないように一人ずつ

になる時間をできるだけ作り、一日のまとめの作文を書くときも、教室

を分けることによってしっか り自分と向かい合 うことができた.

※師 に対して

は、事実を目すことなく議

実な雄で融明をしなけれ

ばいけな|、

※指導が姜わったあと、ど

んな犠をするのかが、最

も大切であ4信樹コ複に

向けて努力できるようにさ

せた|、

6 指導上の留意点

(1)事 実関係を調べていくと、途中で被害者が加害者に変身した複雑な事件であった。

いじめられたときに被害者がとる行動は様々であり、攻撃的になれば発覚しやすいので

対応できるが、内向的な生徒の場合は不登校、自殺などの可能性があるので注意が必要

である.

(2)複 数の職員で保護者との対応をするとき、事実の把握をきちんと行い、事実の認識

や指導の方針だけでなく、何を話し、何を話さないかをしつかり確認しておくことが大

切である.事 件の内容が複雑になると、複数の職員間で話の内容が食い違う可能性があ

る.保 護者に不信感を持たれると、事件を解決するまでに長い時間が必要になる。

(3)後 になつて、B男 は拉致事件のとき、車中で有職少年たちから現金を要求されてい

たことが判明した。グループの別の者も有職少年たちから現金を要求されており、この

ことを黙つているように口裏を合わせていた。いじめグループの保護者は、最終的に恐

喝の被害届けを提出しなかつたが、事件性を伴う場合には、警察とも協議しながら対応

策を考える必要がある.

(4)恐 喝のことを知らないA子 の親に、このことを腹に納めたままのB男 たちの保護者

が謝罪に行つた。こんな状況での謝罪であつたため、お互いの保護者が不満に思うトラ

ブルも起きた。すべての事実を伝えないほうがよいと判断したため、事情を知る関係者

は、両者を立てながらトラブルを収拾させることにかなり苦労した。いじめの解決法や

その後の対処の仕方について、これが絶対という正解はないが、関係者でじっくり話し

合つてよりよい方法を全員で探ることが重要である.

-110-―


